
鳴門市営住宅条例（平成９年条例第２８号）新旧対照表

現行 改正案 備考

（市営住宅の整備基準）

第３条の２ 法第５条第１項の規定により条例で定める市営住宅の整備

基準については、次条に定めるもののほか、同項に規定する国土交通

省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によ

ることとされる公営住宅等整備基準（平成１０年建設省令第８号）第

８条第２項から第５項まで、第９条第３項、第１０条及び第１１条の

規定は、法第２条第４号に規定する公営住宅の買取り及び同条第６号

に規定する公営住宅の借上げ（公営住宅の用に供することを目的とし

て建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域

における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措

置法（平成１７年法律第７９号）第２条第１項に規定する公的賃貸住

宅等を買取り、又は賃借する場合にあっては、同法第６条第１項に規

定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。）

に係る市営住宅については適用しない。

（津波対策に係る基準）

第３条の３ 市営住宅は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、その入居者及び同居者並びに周辺住民等が当該市営住宅

に円滑かつ迅速に避難できるよう、津波に対して安全な構造とすると

ともに、避難上有効な屋上その他の場所を確保し、かつ、当該場所ま

での避難上有効な階段その他の経路を設けるように考慮して整備しな

ければならない。

（共同施設の整備基準）
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第３条の４ 法第５条第２項の規定により条例で定める共同施設の整備

基準については、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例によ

る。

（入居者の資格） （入居者の資格）

第６条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号（老人、身体

障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者（次条第２項にお

いて「老人等」という。）にあっては第２号から第６号まで、被災市

街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条の規定により

法第２３条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第

３号及び第５号）の条件を具備する者でなければならない。

第６条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号（老人、身体

障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者（次条第２項にお

いて「老人等」という。）にあっては第２号から第６号まで、被災市

街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条の規定により

法第２３条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第

３号及び第５号）の条件を具備する者でなければならない。

⑴ 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。

以下同じ。）があること。

⑴ 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。

以下同じ。）があること。

⑵ その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、

イ又はウに掲げる金額を超えないこと。

⑵ その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、

イ又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 入居者が身体障害者である場合その他の令第６条第４項で定め

る場合 令第６条第５項第１号に規定する金額

ア (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 ２１４，０００円

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にａ

からｅまでのいずれかに該当する者がある場合

ａ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号

に規定する障害者でその障害の程度が⒜、⒝又は⒞に掲げ

る障害の種類に応じそれぞれ⒜、⒝又は⒞に定める程度で

あるもの

⒜ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚



生省令第１５号）別表第５号の１級から４級までのいず

れかに該当する程度

⒝ 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政

令第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級に

該当する程度

⒞ 知的障害 ⒝に規定する精神障害の程度に相当する程

度

ｂ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２

条第１項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法

（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症

から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症で

あるもの

ｃ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法

律第１１７号）第１１条第１項の規定による厚生労働大臣

の認定を受けている者

ｄ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５

年を経過していないもの

ｅ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関

する法律（平成１３年法律第６３号）第２条に規定するハ

ンセン病療養所入所者等

(イ) その者が６０歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居

しようとする親族のいずれもが６０歳以上又は１８歳未満の者で

ある場合



(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に１５歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある者がある場合

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法

律第１５０号）第２２条第１項の規定による国の補助に係るもの

又は法第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長

が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸する

ため借り上げるものである場合 令第６条第５項第２号に規定す

る金額

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法

律第１５０号）第２２条第１項の規定による国の補助に係るもの

又は法第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長

が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸する

ため借り上げるものである場合 ２１４，０００円（当該災害発

生の日から３年を経過した後は、１５８，０００円）

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 令第６条第５項第３号に規

定する金額

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略）

２ 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必

要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身

体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であ

ると認められる者を除く。

２ 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必

要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身

体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であ

ると認められる者を除く。

⑴ ６０歳以上の者 ⑴ ６０歳以上の者

⑵ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定す

る障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応

じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの

⑵ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定す

る障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応

じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第

１５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程

度

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第

１５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程

度



イ 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。）  精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号） 第

６条第３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程

度

イ 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。）  精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号） 第

６条第３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程

度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度 ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

⑶ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項

に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第

４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別

表第１号表ノ３の第１款症であるもの

⑷ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１

７号）第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けてい

る者

⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定す

る被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１

項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１

９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付を含

む。）を受けている者

⑶ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定す

る被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１

項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１

９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付を含

む。）を受けている者

⑹ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過

していないもの

⑺ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

（平成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入



所者等

⑻ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１

３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」と

いう。）第１条第２項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該

当するもの

⑷ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１

３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」と

いう。）第１条第２項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該

当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護

又は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日か

ら起算して５年を経過していない者

ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護

又は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日か

ら起算して５年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした

命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起

算して５年を経過していないもの

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした

命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起

算して５年を経過していないもの

⑸ 前項第２号ア (ア)ｂ、ｃ、ｄ又はｅに掲げる者

３及び４ （略） ３及び４ （略）

（同居の承認） （同居の承認）

第１２条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した

親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則（昭

和２６年建設省令第１９号。以下「法施行規則」という。）第１０条

で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

第１２条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した

親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則（昭

和２６年建設省令第１９号。以下「法施行規則」という。）第１０条

で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承

認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその

他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を

同居させることが必要であると市長が認めるときは、この限りではな

い。

⑴ 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第６



条第１項第２号に規定する金額を超える場合

⑵ 当該入居者が第４０条第１号から第５号までのいずれかに該当

する場合

⑶ 当該入居者が同居させようとする者が市税を滞納している者で

ある場合

２ 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、

前項 の承認をしてはならない。

３ 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、

第１項の承認をしてはならない。

（入居の承継） （入居の承継）

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、そ

の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市

営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法

施行規則

第１１条で定めるところにより、市長の承認を受けなけれ

ばならない。

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、そ

の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市

営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公

営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号。以下「法施行規則」

という。）第１１条で定めるところにより、市長の承認を受けなけれ

ばならない。

２ 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員である

ときは、前項の承認をしてはならない。

２ 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員である

ときは、前項の承認をしてはならない。

３ 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が市税を滞納して

いる者であるときは、第１項の承認をしてはならない。ただし、市長

が特別に事情があると認めるときは、この限りでない。

（入居者の資格に関する特例）

１２ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に市営住

宅の入居の申込みをする者についての第６条第１項第２号の規定の適

用については、同号ア中「令第６条第４項」とあるのは「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

（削除）



に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関す

る政令（平成２３年政令第４２４号）第１条の規定による改正前の令

（以下この号において「旧令」という。）第６条第４項」と、「令第

６条第５項第１号」とあるのは「旧令第６条第５項第１号」と、同号

イ及びウ中「令」とあるのは「旧令」とする。

（同居の承認に関する特例）

１３ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に市営住

宅の同居の承認を受けようとする者についての第１２条第１項の規定

の適用については、同項中「公営住宅法施行規則」とあるのは「公営

住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令（平成

２３年国土交通省令第１０３号）第１条の規定による改正前の公営住

宅法施行規則」とする。

（削除）

（収入の申告に関する特例）

１４ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に収入の

申告をする者についての第１５条第２項の規定の適用については、同

項中「法施行規則」とあるのは「公営住宅法施行規則及び公営住宅等

整備基準の一部を改正する省令（平成２３年国土交通省令第１０３号）

第１条の規定による改正前の法施行規則」とする。

（削除）


